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１.土地区画整理法第 76 条申請について                          

  土地区画整理事業の施行区域内において建築行為等を行う場合には、土地区画整理法第 

76 条の規定により許可が必要です。 

＊土地区画整理法第１０３条第４項の規定に基づく換地処分の公告日以降については不要 

です。 

 

２.許可申請を必要とする行為                                                                         

①建築物、工作物の新築・改築・増築   

＊工作物とは建築基準法上の「工作物」だけではなく、地上または地中に設置、布設するも

の（工作物：フェンス、塀、擁壁、土留、給排水施設、ガス施設、広告塔、車庫、カーポート、

浄化槽、鉄柱、煙突、太陽光発電施設、携帯電話用アンテナ等）も対象となります。 

＊建築工事に伴う宅地内の給排水管、ガス管及び集水桝等の工作物の設置については省

略することも可能です。 

 

②土地の区画形質の変更   

＊「土地の形質の変更」とは、土地の切土・盛土のことをいいます。 

＊区画整理事業地内における道路の舗装、掘削等工事についても対象となります。 

 

③移動の容易でない物件の設置若しくは堆積    

＊「移動の容易でない物件」とは、重量がそれぞれ５トンを超える物件（容易に分割され、分

割された各部分の重量がそれぞれ５トン以下となるものを除く。）になります。 

 

３.許可申請の時期                                                                      

 

原則として、施行者が使用又は収益を開始できる旨通知した日以降に申請して下さい。 
 
４.許可申請にかかる手続きの流れ                               

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

申請者 

土地区画整理事業施行者 

① 許可申請書提出 

（正本 1 部、副本 1 部、 

正本の写し 1 部） 

 

② 許可申請書に施行者 

の意見を記載、押印 

若しくは意見書を添付 

して返却 

（正本１部、副本１部） 

 

③ 
 

② 

 

 

 

 

 

④ 

④ 許可・不許可書交付 

③ 許可申請書提出 

（正本 1 部、副本 1 部） 

※施行者の意見書添付 

 

 

 

① 

④許可・不許可通知書交付 

 

 

④ 

亀岡市 

1 



 

 

５.許可申請の取り下げ                                       

  審査中の許可申請を取り下げようとする場合は、取り下げ届を２部作成し、１部は施行者に、１

部は市長に提出してください。 

 

６.建築行為等の取り止め                                       

  許可を受けた建築行為等を取り止めしようとする場合は、取り止め届を２部作成し、１部は施

行者に、１部は許可をした際に返却した土地区画整理法第７６条第１項の規定による許可申

請書（副）を添えて市長に提出してください。 

 

７. 原状回復・移転等の命令                                     

当該申請許可を得ずに建築行為等を行った場合、許可に附した条件に違反した場合は、土地

区画整理法第７６条第４項の規定に基づき、土地の原状回復や建築物等の移転・除却等を命ず

ることがありますので注意してください。 

 

８. その他                                                

(1) 当該申請許可は、土地区画整理法第７６条の規定に基づき、当該行為が土地区画整理事業

の施行に支障がないかどうかを審査するもので、建築基準法等その他法令に基づく許可の  

審査を行うものではありません。 

 

(２) 市街化区域内で 500 ㎡以上の敷地において、建築物を建築又は特定工作物を建設する

目的で土地の区画形質の変更を行う場合は都市計画法第 29 条開発許可が必要となりま

すので、事前に開発許可の要否について相談してください。 

 

(３) 申請書類の最終的な審査は、許可権者（亀岡市）が行いますので、施行者から意見書の 

交付を受けた後でも、書類不備等により修正等を求める場合があります。 

 

 

 

 

 
２ 



 

 

９.許可申請提出書類一覧                                                                          

※提出書類 3部（正本 1部、正本（写し）1部、副本 1部） 

 提出書類欄〇は全ての申請に必要です。■は備考欄内容を参照いただき必要に応じて提出してください。 

※1土地所有者または土地区画整理事業施行者に確認のうえ、提供を受けてください。 

 

 図 書 名 注 意 事 項 
提出

書類 
備 考 様 式 

1 

土地区画整理法第

76 条第 1 項の規定

による許可申請書 

・申請者、代理者の押印（正本の 1 部

は写し可） 
〇  有 

2 委 任 状 
・委任者の押印（正本(写し)の１部は

写し可能） 
■ 代理人が申請する場合 

有 

（参考様式） 

3 付 近 見 取 図 
・1/1,000 から 1/5,000 

・申請位置を赤印で表示 
〇   

4 配 置 図 

・縮尺 1/100 から 1/250 

・建築行為・建築以外の行為の計画を

記入 

〇  参考図面 

5 平 面 図 
・縮尺 1/100 から 1/250 

・床面積を記入 
■ 

建築物、工作物等の申

請の場合 
 

6 立 面 図 ・縮尺 1/100 から 1/250 ■ 
建築物、工作物等の申

請の場合 
 

7 造成計画平面図 

・縮尺 1/100 から 1/250 

・盛土箇所は緑色、切土箇所は黄色で

着色 

■ 
土地の形状を変更する

場合 
 

8 縦 横 断 図 ・縮尺 1/50 から 1/250 ■ 
土地の形状を変更、給排

水施設を設置する場合 
 

仮 

 

換 

 

地 

9-1 

仮換地指定通知

（写） 
 〇  ※1 

使用収益開始日の

通知（写） 
 ■ 

仮換地指定通知(写)に

仮換地の使用収益開始

日が記載されている場

合は不要 

※1 

保

留

地 

9-2 
保留地権利登録台

帳 

※事業地によって保留地証明書の様式

が異なります。 
〇  ※1 

10 事業全体図(写) ・申請位置を赤印で表示 〇  ※1 

11 事業明細図(写) ・申請位置を赤印で表示 〇  ※1 

12 
土地登記簿謄本

(全部事項証明） 
 ■ 

土地所有者に変動があ

った場合 

(仮換地の場合は従前地

の土地登記簿謄本) 

 

13 売買契約書 (写 ) ・印紙が貼付されているもの ■ 
土地所有者に変動が

り、登記が未了の場合 
 

14 
土地使用承諾書

（ 同 意 書 ） 

・土地所有者の押印（正本(写)の 1 部

は写し可） 
■ 

土地所有者と申請者が

異なる場合 

 

 

15 その他必要書類 ・市長または施行者が求める書類    

３ 



 

 

１０.申請書等記入例                                                       

（1）土地区画整理法第 76条第 1項の規定による許可申請書（正） 

 

（宛先）亀岡市長

住所 　　　亀岡市 ○○ 町 ○○ ○丁目 ○○ 番

氏名 　　　亀丸　太郎 ㊞

住所 　　　京都市 ○○ 区 ○○○○ 町 ○○ ビル ○ 階　

氏名 　　　○○○○建築設計事務所　一級建築士事務所　 ○○ ○○ ㊞

℡ 　　　　　０７５ （ ○○ ）　○○○○ 　担当：○○ <携帯>　０９０ - ○○○○ - ○○○○

○○ ○○

○○ 町 ○○○  ○○ 番

年 月 日

年 月 日

○○ 町 ○○○  ○○ 番

株式会社○○○　代表取締役　○○ ○○ ㊞

申 請 以 外

の 部 分

着手 完了

許 可 条 件

そ の 他

日
完 了 予 定

土

地

区

画

整

理

事

業

施

行

者

記

入

欄

許 可 に つ い て の

支 障 の 有 無

許 可 に 附 す べ き

条 件 等

施 行 者 名 ㊞

令和 ○ 年 ○○ 月 ○○

H=〇.〇〇ｍ　　　　L=〇.〇〇ｍ

VU管　　　　   φ２０　　　　　７ｍ

φ１５０　　　　　　２５ｍ

工 事 着 手 及 び
令和 ○ 年 ○○ 月 ○○ 日

建 物 用 途

計
一戸建ての住宅

70 50 50 30 120 80

木 造

70 50 50 30 120 80

　　階 合計
構 造

床

面

積

申 請 部 分
㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

許

可

を

受

け

よ

う

と

す

る

も

の

の

概

要

建

築

行

為

階 別 1階 2階

建 築 以 外 の 行 為
メッシュフェンス

給水：メータ設置

排水：塩ビ管

　　階

保 留 地 譲 受 権 移 転 年 月 日 令和 保留地面積 〇〇〇 ㎡

土 地 所 有 者 の 住 所 氏
名 及 び 土 地 使 用 承 諾
印 並 び に 使 用 地 面 積

住所
使用地面積㎡

氏名 300 ㎡

亀岡市高野林・小林土地区画整理事業 地区 街区 画地

従 前 地

仮 換 地 指 定 通 知 年 月 日 令和 仮換地面積 〇〇〇 ㎡

土 地 区 画 整 理 法 第 76 条 第 1 項 の 規 定 に よ る
許 可 申 請 書 （ 正 ）

土地区画整理事業施行区域内において、下記のように（建築物、工作物の新築・改築・増築、土
地形質の変更、物件の設置、堆積）を行いたいので、許可されたく関係図書を添えて申請しま
す。

令和 〇 年 ○○ 月 ○○ 日

（

申

請

人

は

太

枠

内

を

記

入

し

て

下

さ

い

。

）

申請人

代理人

土地の

表　示

申 請 地

委任状に記載された氏名と同じ内容を

記載してください。

委任された方と担当者が異なる場合､別途

担当者の氏名･連絡先を記載してください。

仮換地指定通知書の地名地番を記載してください。

仮換地の場合は指定通知の年月日、保留地の場合は、譲

授権移転の年日を記載してください。

仮換地の場合は指定通知書の地積、

保留地の場合は､保留地権利台帳の

地積を記載してください。

申請者と土地所有者が異なる場合､

土地所有者の住所、氏名を記載、

承諾印を押印願います。
※土地使用承諾書を別添される

場合は､氏名の欄に｢別紙のとお

り｣と記載してください。

建築以外の行為について記載して

ください。なお、記載欄に書ききれな

い場合については、「別紙のとおり」
と記載いただき、別紙を添付してく

ださい。

また、配置図にも凡例を記載してく

ださい。
建築工事に伴う宅地内の給排水管、
ガス管及び集水桝等の工作物の設
置については省略可能です。

 

 

 

４ 



 

 

 

（２）土地区画整理法第 76条第 1項の規定による許可申請書（副） 

 

（宛先）亀岡市長

住所 　　　亀岡市 ○○ 町 ○○ ○丁目 ○○ 番

氏名 　　　亀丸　太郎 ㊞

住所 　　　京都市 ○○ 区 ○○○○ 町 ○○ ビル ○ 階　

氏名 　　　○○○○建築設計事務所　一級建築士事務所　 ○○ ○○ ㊞

℡ 　　　０７５（ ○○ ）　○○○○ 　担当：○○ <携帯>　０９０ - ○○○○ - ○○○○

○○○○土地区画整理事業 ○○ ○○

○○ 町 ○○ ○丁目 ○○ 番

〇〇 年 〇〇 月 〇〇 日

〇〇 年 〇〇 月 〇〇 日

○○ 町 ○○○  ○○ 番

株式会社○○○　代表取締役　○○ ○○ ㊞

申 請 以 外

の 部 分

着手 完了

亀岡市長

日
完 了 予 定

　この申請の土地区画整理事業の施行区域内における建築行為等については、許可しま
す。

亀岡市指令　　　　　　　第　　　　　　　　号

令和　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

令和 ○ 年 ○○ 月 ○○

建 築 以 外 の 行 為 　別紙のとおり

工 事 着 手 及 び
令和 ○ 年 ○○ 月 ○○ 日

建 物 用 途

計
一戸建ての住宅

70 50 50 30 120 80

㎡ ㎡ 木 造

70 50 50 30 120 80

2階 　　階 　　階 合計
構 造

床

面

積

申 請 部 分
㎡ ㎡ ㎡

土 地 所 有 者 の 住 所 氏
名 及 び 土 地 使 用 承 諾
印 並 び に 使 用 地 面 積

住所
使用地面積㎡

氏名
300 ㎡

許

可

を

受

け

よ

う

と

す

る

も

の

の

概

要

建

築

行

為

階 別 1階

仮 換 地 指 定 通 知 年 月 日 令和 仮換地面積 300 ㎡

保 留 地 譲 受 権 移 転 年 月 日 令和 保留地面積 ㎡

（

申

請

人

は

太

枠

内

を

記

入

し

て

下

さ

い

。

）

申請人

代理人

土地の

表　示

申 請 地 地区 街区 画地

従 前 地

土 地 区 画 整 理 法 第 76 条 第 1 項 の 規 定 に よ る
許 可 申 請 書 （ 副 ）

土地区画整理事業施行区域内において、下記のように（建築物、工作物の新築・改築・増築、土
地形質の変更、物件の設置、堆積）を行いたいので、許可されたく関係図書を添えて申請しま
す。

令和 〇 年 ○○ 月 ○○ 日

許可申請書（正）と同一の内容を記載をしてください。

 

 

 

 
５ 



 

 

 

（３）土地区画整理法第７６条第１項の規定による許可申請の取り下げ届 

                 

 

 

 

土地区画整理法第７６条第１項の規定による許可申請の 

取り下げ届 

 

令和 〇 年 〇 月 〇 日 

 

（宛先）亀 岡 市 長 

 

 

申 請 人 

住 所  亀岡市 ○○ 町 ○○ ○丁目 ○○ 番   

 

氏 名  亀丸 太郎          ㊞ 

 

 

土地区画整理法第７６条第１項の規定による許可申請を取り下げしたいので、下記のとおり届け出ます。 

 

 

記 

 

１．申請年月日 

     令和 〇 年 〇 月 〇〇 日 

 

 

２．申請した土地 

     亀岡市 ○○○ 土地区画整理事業  地区 〇〇 街区 〇〇 画地 

 

 

３．取り下げ理由 

計画中止のため 

 

 

※「取り下げ」は許可前になります。 

  

 

６ 



 

 

 

（４）土地区画整理法第７６条第１項の規定により許可を受けた建築行為等の取り止め届 

 

   

 

土地区画整理法第７６条第１項の規定により許可を受けた建築行為等の 

取り止め届 

 

  令和 〇 年 〇 月 〇 日 

 

（宛先）亀 岡 市 長 

 

 

申 請 人 

住 所  亀岡市 ○○ 町 ○○ ○丁目 ○○ 番 

 

氏 名  亀丸 太郎      ㊞ 

 

土地区画整理法第７６条第１項の規定により許可を受けた行為を取り止めしたいので、下記のとおり届け出

ます。 

 

 

記 

 

１．許可年月日及び許可番号 

    令和 〇 年 〇 月 〇〇 日 

    亀岡市指令都計  第  〇〇  号 

 

 

２．許可を受けた土地 

    亀岡市 ○○○ 土地区画整理事業  地区 〇〇 街区 〇〇 画地 

 

 

３．取り止め理由 

計画変更のため 

 

 

※「取止め」は許可後になります。 

※許可年月日、許可番号を記載してください。 
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１１.図面参考例                                                     

配置図（建築行為・建築以外の行為）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法 42条 1項 4 号 

前面道路 幅員 6.50ｍ 

申請建物（自己居住用の住宅） 

申請建物（カーポート） 

既存建物（物置） 

Ｎ 

5,010 

5,610 

5,010 5,610 

3
,80

0 

3
,80

0 

1
4,2

00 

1
,81

0 

1
1,2

00 

5
,65

0 

1
1,2

00 

凡例      敷地境界線  

            道路境界線 

        隣地境界塀 

 

 

 

 

・ＣＢ２段積（Ｈ400）+ メッシュフェンス（Ｈ600） 

L＝20.10 ｍ 
・がけ条例に係る崖なし 

 

道
路
中
心
界 

方位を正確に記載して

ください。 

敷地に面している道路種別・

幅員を記載してください。 

既存建築物がある場合は既設

である旨記載してください。 

申請建物から敷地境界線又は道路境界線までの距離

をそれぞれ記載してください。 

ＣＢ2 段積（Ｈ＝400）+メッシュフェンス（Ｈ＝600） Ｌ＝20.10ｍ 
工作物の位置を図示

し、名称・延長等を 

記載してください。 

８ 
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１２.土地区画整理法第７６条                                                     

 

○土地区画整理法（抜粋） 

（昭和二十九年五月二十日） 

（法律第百十九号） 

（建築行為等の制限） 

第七十六条 次に掲げる公告があつた日後、第百三条第四項の公告がある日までは、施行地区内において、

土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の

新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうと

する者は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業にあつては国土交通大臣の、その他の者が施行す

る土地区画整理事業にあつては都道府県知事（市の区域内において個人施行者、組合若しくは区画整理会

社が施行し、又は市が第三条第四項の規定により施行する土地区画整理事業にあつては、当該市の長。以

下この条において「都道府県知事等」という。）の許可を受けなければならない。 

一 個人施行者が施行する土地区画整理事業にあつては、その施行についての認可の公告又は施行地区

の変更を含む事業計画の変更（以下この項において「事業計画の変更」という。）についての認可の公告 

二 組合が施行する土地区画整理事業にあつては、第二十一条第三項の公告又は事業計画の変更につい

ての認可の公告 

三 区画整理会社が施行する土地区画整理事業にあつては、その施行についての認可の公告又は事業計

画の変更についての認可の公告 

四 市町村、都道府県又は国土交通大臣が第三条第四項又は第五項の規定により施行する土地区画整理

事業にあつては、事業計画の決定の公告又は事業計画の変更の公告 

五 機構等が第三条の二又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業にあつては、施行規程

及び事業計画の認可の公告又は事業計画の変更の認可の公告 

2 都道府県知事等は、前項に規定する許可の申請があつた場合において、その許可をしようとするときは、施

行者の意見を聴かなければならない。 

3 国土交通大臣又は都道府県知事等は、第一項に規定する許可をする場合において、土地区画整理事業の

施行のため必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付することができる。この場合にお

いて、これらの条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。 

4 国土交通大臣又は都道府県知事等は、第一項の規定に違反し、又は前項の規定により付した条件に違反

した者がある場合においては、これらの者又はこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物又は物件

についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、土地区画整理事業の施行に対する障害を排

除するため必要な限度において、当該土地の原状回復を命じ、又は当該建築物その他の工作物若しくは物

件の移転若しくは除却を命ずることができる。 

 

９ 



 

 

 

 

5 前項の規定により土地の原状回復を命じ、又は建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除却を

命じようとする場合において、過失がなくてその原状回復又は移転若しくは除却を命ずべき者を確知するこ

とができないときは、国土交通大臣又は都道府県知事等は、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しく

は委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、これを原状回復

し、又は移転し、若しくは除却すべき旨及びその期限までに原状回復し、又は移転し、若しくは除却しないと

きは、国土交通大臣若しくは都道府県知事等又はその命じた者若しくは委任した者が、原状回復し、又は移

転し、若しくは除却する旨をあらかじめ公告しなければならない。 

（昭四三法一〇一・昭五七法五二・平五法八九・平一一法二五・平一一法七六・平一一法八七・平一

一法一六〇・平一五法一〇〇・平一七法三四・平二三法一〇五・一部改正） 
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問い合わせ先 ： 亀岡市 まちづくり推進部 都市計画課 （電話）0771-25-5047  
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